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（
経
済
産
業
委
員
会
）

平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
（
以
下
「
博
覧
会
」
と
い
う
。
）
が
国
家
的
に
特
に
重
要
な
意

義
を
有
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
博
覧
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
国
際
博
覧
会
推
進
本
部
の
設
置
及
び
基
本
方

針
の
策
定
並
び
に
博
覧
会
協
会
の
指
定
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
国
の
補
助
、
寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例

等
の
特
別
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

国
際
博
覧
会
推
進
本
部

１

博
覧
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
集
中
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
国
際
博
覧
会

推
進
本
部
（
以
下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

イ

博
覧
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
集
中
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針

（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
の
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。
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ロ

基
本
方
針
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。

ハ

博
覧
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

３

本
部
の
長
は
、
国
際
博
覧
会
推
進
本
部
長
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

４

本
部
に
、
国
際
博
覧
会
推
進
副
本
部
長
を
置
き
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
国
際
博
覧
会
担
当
大
臣
（
内
閣
総
理
大
臣
の
命

を
受
け
て
、
博
覧
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
集
中
的
な
推
進
に
関
し
内
閣
総
理
大
臣
を

助
け
る
こ
と
を
そ
の
職
務
と
す
る
国
務
大
臣
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
充
て
る
。

５

本
部
に
、
国
際
博
覧
会
推
進
本
部
員
を
置
き
、
本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣
を
も
っ

て
充
て
る
。

６

本
部
は
、
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

二

基
本
方
針

内
閣
総
理
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

三

博
覧
会
協
会
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１

経
済
産
業
大
臣
は
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
等
の
業
務
を
適
正
か

つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
個
に
限
り
、
博
覧
会
協

会
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

博
覧
会
協
会
と
し
て
の
指
定
は
、
平
成
四
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３

博
覧
会
協
会
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
毎
事
業
年
度
、
事
業
計
画
書
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

役
員
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

経
済
産
業
大
臣
は
、
博
覧
会
協
会
に
対
し
、
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

博
覧
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
の
た
め
の
支
援
措
置
等

１

国
は
、
博
覧
会
協
会
に
対
し
、
博
覧
会
の
準
備
又
は
運
営
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ

の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
は
、
博
覧
会
協
会
が
調
達
す
る
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
こ
と
を
寄

附
目
的
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

博
覧
会
協
会
の
要
請
に
応
じ
て
博
覧
会
協
会
に
国
の
職
員
を
派
遣
で
き
る
も
の
と
し
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
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特
例
等
、
国
の
職
員
の
派
遣
に
関
し
必
要
な
規
定
を
整
備
す
る
。

五

附
則

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
一
、
二
及
び
五
の
２
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

２

内
閣
法
の
一
部
を
改
正
し
、
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
間
、
国
務
大
臣
の
数
の
上
限
を
一
名
増
員
す
る
。


